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変動地形学から：

佐渡海盆東縁断層をめぐる議論と
活断層評価の問題点

渡辺  満久（東洋大学社会学部）

1．はじめに

　2007年中越沖地震の起震断層は，佐渡海盆
東縁断層と呼ぶべきである．東京電力（以下，
東電と略称する），原子力安全・保安院，原子
力安全委員会（この二者を，以下では政府と略
称する）は，これをF-B断層（褶曲群）と呼ん
でいるが，以下に述べるように，この名称は大
きな誤解を生む恐れがある．佐渡海盆東縁断層
の存否・構造・長さなどをめぐって，筆者らと
東電・政府との間で議論が続いてきたが，2009
年11月に開催された「新潟県中越沖地震2周年
シンポジウム」において論点はある程度整理す
ることができたと考えられる．見解に大きな相
違がない部分と，鋭く対立する部分の境界が明
確になった．このシンポジウムでは，政府の方々
もシンポジストとして見解を表明されたのであ
るが，そこでは極めて率直な意見を述べられた．
　本論では，まず，佐渡海盆東縁の活断層に関
わる議論の推移や断層の特徴について，改めて
簡潔に紹介する．その上で，上記シンポジウム
での議論を踏まえて，筆者らと東電・政府がど
こで対立しているのかを明確にする．また，シ
ンポジウムにおける政府の方々の発言も紹介し
て，原子力関連施設周辺の活断層評価における
根本的な問題を整理したい．

2．佐渡海盆東縁断層

　佐渡海盆周辺には多数の活断層が分布してい
るが，図1には，佐渡海盆東縁の活断層と2007

年中越沖地震の震源位置1）を図示した．東電が
実施した音波探査記録や海底地形図を検討した
結果，佐渡海盆の東縁においては，佐渡海盆東
縁断層 A と佐渡海盆東縁断層 B が認定され
る 2）3）．佐渡海盆東縁断層Bに関しては，現在
では，筆者らと東電・政府と見解には大きな相
違はない．現在問題となっているのは，佐渡海
盆東縁断層Aの連続性（長さ）である．これ
に関しては，依然として大きな対立がある．以
下では，佐渡海盆東縁断層Bに関する議論の推
移を簡単に振り返り，佐渡海盆東縁断層Aに
まつわる問題を理解するために必要な基礎的な
知識（断層構造）を紹介する．

（1）�佐渡海盆東縁断層B（F-B断層）をめぐる�
議論の経緯

　2007年中越沖地震が発生した直後から，佐
渡海盆東縁断層B（F-B断層）の長さに関して，
筆者らと東電・政府は論争してきた．東電・政
府は，F-B断層の長さを，大きくは2回変更し
てきた．第1回目はゼロから現在の半分程度の
長さへの変更であり4），第2回目は現在の30数km
への変更である5）．
　第1回目の変更は，地震前には活断層はない
としていたが，地震後に活断層であると認めた
ために行われた．東電・政府は，2000年以降
に撓曲と断層との関係が初めて確認され，そ
の「新知見」に基づく変更であったと述べてい
る．この点に関して，筆者らは，撓曲による活
断層の認定は1980年代からの常識であること，
2000年以降に確立された考え方ではないこと
を明らかにし，明らかな「見落とし」であった
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と指摘してきた．
　その後，第2回目の変更以前に，隆起側に見
られる短波長の膨らみ（図1）の連続性が問題
になった．この膨らみは，佐渡海盆東縁断層B
の活動によって形成される．すなわち，膨らみ
は「結果」であり，その「原因」となるのは
佐渡海盆東縁断層Bである．筆者らは，「結果」
が連続するのであるから，「原因」も連続する
はずであると強調したが，受け入れられなかっ
た．ところが，政府の方が筆者らと同じことを
主張された途端に，F-B断層の断層長はほぼ現
在のものに修正された．ここで，筆者らの主張
が間接的に受け入れられ，ようやく「正しい」
長さに到達したのである．以上の経過に関して
は，これまでのリーフレットや渡辺（2010）6）

に詳しく紹介した．

（2）佐渡海盆東縁の断層構造

　以下に，これまでの筆者らの見解7）8）にした
がって，佐渡海盆東縁の断層構造を簡潔に述べ
る．佐渡海盆東縁断層Aは，大陸棚外縁の撓
曲崖を形成している．佐渡海盆東縁断層Bの隆
起側の波長の短い膨らみは，佐渡東縁断層Bが
地下の浅い部分で非常に低角な（水平に近い傾
斜の）逆断層となっていることを示している

（A-A'，B-B'）．地下においては，両活断層は収
斂しており，2007年中越沖地震は佐渡海盆東
縁断層Aの地下への連続部で発生したと考え
られる．B-B'断面の位置においては，佐渡海盆
東縁断層A・Bは，いずれも海底面近くまでは

図1　佐渡海盆東縁の断層構造
★印は2007年中越沖地震の本震位置および震央1），KK-NPPは柏崎刈羽原子力発電所を示す．A-A' ～ C-C'は地形・地質
断面（縦横比はほぼ1:1）とそれらの位置である．等深線は東京電力のデータによる．
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達していないと考えられる．より北東部におい
ては，佐渡海盆東縁断層Bの派生はみられなく
なり，佐渡海盆東縁断層Aが撓曲崖を形成す
るのみである（C-C'）．
　東電と政府5）は，A-A'断面の位置において，
上記とほぼ同様の断層構造を提示し，その断層
面の地下深部で2007年中越沖地震が発生した
としている．すなわち，筆者らの見解と全く同
様の断層モデルが提示されている．東電・政府
がF-B断層（褶曲群）とするものは，佐渡海盆
東縁断層Bの上半部である（図1）．明らかに，
2007年中越沖地震はF-B断層そのものではな
く，その地下への延長部（佐渡海盆東縁断層A）
で発生している．F-B断層が起震断層であると
記述すると，震源位置とは異なる場所にある活
断層が地震を起こしたという誤解を与えかねな
い．このため，F-B断層を2007年中越沖地震の
起震断層であると記述することは，避けた方が
よいと思われる．
　なお，東電・政府は，B-B'断面の位置では音
波探査記録に断層構造が見られないことを理由
に，佐渡海盆東縁断層Aの位置に活断層は存
在しないと主張した5）．しかしそれは，大変な
矛盾を引き起こすことになる 9）．なぜならば，
2007年中越沖地震は，B-B'断面地下の佐渡海盆
東縁断層Aの位置にある東傾斜の逆断層が引
き起こした地震であるからである．佐渡海盆東
縁断層Aという名称を用いないとしても，そ
の位置に活断層がなければならないことは自明
のことである．
　以上整理したように，断層の名称は異なると
しても，筆者らが佐渡海盆東縁断層Aと呼ぶ
活断層が2007年中越沖地震を引き起こしたこ
とについては，筆者らと東電・政府との間には
大きな見解の相違はないはずである．

3．�新潟県中越沖地震2周年シンポジウムに
おける議論

　2009年11月7日に，日本活断層学会が主催し，

日本地震学会および日本地震工学会が後援する
「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震2周年
シンポジウム」が，東洋大学において開催され
た．このシンポジウムにおいて，筆者は上記の
見解を繰り返し述べ，政府の方々からの批判も
いただきながら，以下の点を確認することがで
きた．

（a）	 断層構造に関する見解に大きな相違はな
い．佐渡海盆東縁断層Aから低角逆断層
である佐渡海盆東縁断層Bが派生するモデ
ルでよい．

（b）	佐渡海盆東縁断層A上方の崖（筆者らの
言う撓曲崖）は，佐渡海盆東縁断層Bの分
布範囲より（図1のＸ地点より）北東方向
へ50 km以上連続している．その間には，
何等の不連続もない．

（c）	 2007年中越地震の本震位置（B-B'断面深
部）において，音波探査記録に断層構造は
見えない．しかし，その地震を引き起こし
た活断層は必ずある．

（d）	変動地形形成を説明する際，筆者ら（半無
限体における食い違い理論）と東電・政
府（断層関連褶曲）との間に少し違いがあ
る．ただし，両者とも（a）のモデルを想定
しており，佐渡海盆東縁断層B（F-B断層）
は短波長の膨らみを，佐渡海盆東縁断層A

（それに相当する活断層は）その上方の撓
曲崖を成長させることに異論はない．

（e）	 筆者らは佐渡海盆東縁断層Aは，図1のＸ
より北東へ連続すると考えるが，政府は音
波探査記録に基づいてＸより北東には活断
層はないと考える．

　上記（a）～（e）をご覧いただくと，筆者らと
東電・政府との間で見解が大きく異なるのは，

（e）だけであることがおわかりいただけるであ
ろう．（a）～（d）が共通認識であるのに，どうし
て（e）で見解が分かれるのか．これは，筆者に
とっては非常に大きな疑問であり，理解が困難
な点である．
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　上記（a）（d）によれば，佐渡海盆東縁断層A
の活動がその上方の撓曲崖の形成に深くかかわ
っていることは確実である．すなわち，佐渡海
盆東縁断層Aの活動が「原因」となって，「結
果」である撓曲崖が成長する．（b）は，その「結
果」が連続していることを示している．したが
って，（e）における東電・政府の主張は，「原因」
は途切れるが，「結果」だけが連続していると
いうことを述べていることになる．この点をど
のように説明されるのか質問した（してきた）
のであるが，答えは（今までも）全くなかった．
音波探査記録に断層が見えないことを根拠とし
ておられたが，上記（c）を認めながらの主張に
は大きな矛盾があると言わざるを得ない．音波
探査記録には見えない海底活断層があることは
確かなことであり，音波探査記録に見えないこ
とを根拠に活断層の存在を否定することはでき
ない．
　現在，佐渡海盆東縁部の活断層長は36 kmと
されている．しかし，「結果」は50 km以上連
続しているのであるから，「原因」も50 km以
上と考えるのが常識である．プログラデーショ
ンの構造が見えることや，西傾斜の角田弥彦断

層の影響もありうるとの主張に関しては，傾聴
に値するものとして筆者らも理解している．そ
れらを完全に否定するつもりは全くないが，そ
れらだけで「結果」は形成されない．筆者らは
非常に素朴に，「結果は連続するのであるから
原因も連続する」と主張しているのである．
　ところで，このシンポジウムにおいては，正
直な議論が闊達に行われた．政府の方々から
は，次のような発言が続いた．「原発と活断層
の問題は科学では解決できないものである．既
に原発が存在していて，そこで合意しろという
ことになる．どういう結論になるかは，顔触れ
を見ればわかる．委員が渡辺に交代すれば，活
断層が延びるのは明らかだ」．
　非常に自由に発言が飛び交ったことは間違い
ない．それだけに，かなり驚いたのも確かであ
る．原発周辺の活断層の安全性（危険性）は，
科学的にではなく，政治的（？）に評価すべき
とのことである．柏崎刈羽原発をはじめとして，
原子力関連施設の安全性は，すでにそこにある
ことを前提に存続で合意するのが政府の委員会
であるということになる．したがって，「専門家」
がメンバーとして選ばれることになるし，活断

渡辺ら 東電・政府

（a）断層構造に関する見解 佐渡海盆東縁断層Aから低角逆断層である佐渡海盆東縁断層Bが派生
（両者が連続）するモデル

（b）�佐渡海盆東縁断層A上方の�
崖について

佐渡海盆東縁断層A上方の崖は、佐渡海盆東縁断層Bの分布範囲より
（図1のＸ地点より）北東方向へ50 km以上連続している．その間には，
何等の不連続もない

（c）2007年中越地震の本震位置 音波探査記録に断層構造は見えないが，地震を引き起こした活断層は
存在する 

（d）変動地形形成の説明 渡辺ら（半無限体における食い違い理論）と東電・政府（断層関連褶
曲）との間に少し違いがあるが，両者とも（a）のモデルを想定しており，
本質的な違いはない

（e）佐渡海盆東縁断層Aの長さ 佐渡海盆東縁断層Aは，図1の
Ｘより北東へ連続する

音波探査記録では確認できないの
で，Ｘより北東には活断層はない

渡辺らと東電・政府の見解の対比
断層構造や地形形成に関する（a）〜（d）は共通認識であることが確認出来たが、
佐渡海盆東縁断層Aの長さに関する結論（e）は、大きく見解が食い違う。
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層を長くするような研究者の意見は排除される
（検討もされない）．
　これらの発言をどのように受け止めればよい
のか，その時にはまったく不覚にも，一瞬，言
葉を失ってしまった．活断層の安全性（危険性）
を科学的に検証せずに，無責任な議論を重ね，
用意されているシナリオ通りに結論を導くこと
に対して，（疑問をもちつつも？）理解を示す
ことなど許されることではない．すでにある施
設を生かしたいという気持ちは，一般論として
は理解できる．しかし，原子力関連施設の安全
性評価がそれでよいとは思わない．必要があれ
ば廃炉や移設もやむを得ないといった結論をも
視野に入れて，安全側に立った議論を科学的に
行うことが科学者の使命である．

4．まとめ

　「結果」の連続性と「原因」の連続性に関し
ては，佐渡海盆東縁断層B（F-B断層）の連続
性を論ずる際に議論されてきたことであり，新
しいことではない．「結果（撓曲崖）」が連続し
ているにもかかわらず，「原因（佐渡海盆東縁
断層A）」の長さを値切ろうとしているのであ
り，東電・政府は，また同じ過ちを繰り返そう
としている．そこには，過去の過ちに対する反
省の跡は何等見られない．撓曲と断層との関係
は2000年以降の新知見であると主張している
ことも，同じ姿勢の表れである．
　繰り返し述べることになるが，筆者は「原発
反対」の立場にはない．安全に建設してほしい
と希望しているのである．政府には，誤りが明
らかになった場合にはそれを正し，わからない
ことがあるならばより安全側に立って安全性を
確保する責任があるのではないか？　かつて，
活断層に関係するある委員会において，筆者は

「データ不足のまま結論を急ぎ，あたかも“科
学的に導かれた正解”であるかのごとく結果だ
けを公表するのは無責任である．間違っていた

場合にはどのように責任を取り，修正するの
か？」と述べたことがある．それに対して，政
府の方は「天気予報が外れても，気象予報士が
責任を取るという話は聞いたことがない」と反
論された．上記シンポジウムでは，この時の状
況が鮮やかに脳裏に蘇った．
　以上述べたことから，原子力施設建設の安全
審査に関わる本質的な問題のいくつかを，下記
のように整理することができよう．

・間違った方法で活断層を認定し，その評価を
行っている．

・判断のすべては審査委員に依存し，間違いが
見過ごされることが多い

・間違いだとわかっても原因解明と再発防止が
なく，今後も改善される保証がない．

・そもそも，科学的ではなく，政治的に評価が
行われる．

・施設の存続に合意するという前提で，「専門
家」による評価が行われる．
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